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社会福祉法人 

   大月市社会福祉協議会 

    デイサービスセンター「やまゆり」 

 

  当事業所は大月市長の指定を受けています。 

 

 

平成３０年４月１日指定 

大月市指令第１０４号 



 １ 

 

１．事業者 

名   称 社会福祉法人 大月市社会福祉協議会 

所 在 地 山梨県大月市大月町花咲１０番地 総合福祉センター１階 

電 話 番 号 ０５５４－２３－２００１ 

代表者氏名 会長 白川 惠子 

設 立 年 月 昭和５０年３月２６日（認可） 

 

２．事業所の概要 

事業所の種類 
指定第１号通所事業（通所型サービス） 

平成３０年４月１日指定 大月市指令第１０４号 

事業の目的 

利用者がその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよ

う、事業者が利用者に対して必要な介護保険法に基づく第１号通所事業

（通所型サービス）を適切に提供する。 

事業所の名称 デイサービスセンター「やまゆり」 

所 在 地 大月市富浜町宮谷１５１８－１ 

電 話 番 号 ０５５４－２０－１１３０ 

事業者指定番号 １９１７４０００７０ 

管 理 者 安藤 剛 

開 設 年 月 平成１２年４月１日 

事業所が行ってい

る他の業務 

指定通所介護 平成１２年３月３１日指定 山梨県指令長第７－３１号 

障害福祉サービス 平成１２年３月３１日指定 

                山梨県指令富東健第３６７８－４０号 

 

３．事業実施地域 

大月市内全域 

 

４．営業時間と利用定員 

営 業 日 

月曜日～土曜日 

※１２月２９日から１月３日、天災等（大雪等）やむを得ず業務を

遂行できない日を除く。 

受 付 時 間 月曜日～土曜日 午前８時００分～午後５時００分 

サービス提供時間帯 上記営業日の午前９時１５分～午後４時１５分 

利 用 定 員 ４０名 

 

５．職員の体制＜主な職員の配置状況＞ ※職員については、指定基準を遵守しています。 

職   種 員 数 現 員 職務の内容 

１．管理者 １名   名 管理者業務 

２．生活相談員 ２名以上   名 相談助言等 

３．看護職員 ２名以上   名 看護業務 

４．機能訓練指導員 １名以上   名 機能訓練指導等 

５．介護職員（送迎時運転） ８名以上   名 介護業務 

                            （令和  年  月  日現在） 
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６．当事業所の施設設備の概要 

  当事業所の主な施設設備は以下のとおりです。 

日常生活訓練室 １箇所 

食  堂 １箇所 

休憩室、休養室 各１箇所 

浴  室 一般浴室、特殊浴室 

相 談 室 １箇所 

家族介護者教育室 １箇所 

 

７．当事業所が提供するサービス内容 

  当事業所では、下記のサービス内容から「介護予防通所介護計画」を定めてサービスを提供

します。 

  「介護予防通所介護計画」は、指定介護予防支援事業者等の定めた「介護予防サービス・支

援計画書」を基に、利用者の意向や心身の状況を踏まえて、具体的なサービス内容や利用者

に対するサ―ビス実施日などを記載しています。 

  「介護予防通所介護計画」は、利用者や家族に事前に説明し、同意をいただくとともに、利

用者の申し出により、いつでも見直すことができます。 

 

＜サービスの区分及びサービス内容＞ 

① 生活機能向上グループ 

  折り紙等の創作活動を支援します。（別紙） 

 ②運動器機能向上訓練 

  利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退 

  を防止するための機能訓練を実施します。 

 ③レクリエーション 

  レクリエーションを実施します。 

 ④必要な介助 

  排泄の介助のほか、デイサービスセンターでの活動を行うときに必要な介助を、利用 

  者の希望及び心身等の状況に応じて行います。 

 ⑤医療・福祉・生活等の相談及び介護方法の指導 

  利用者の医療・福祉・生活等の相談に応じます。 

  又、ご希望に応じて家族等に介護技術の指導を行います。 

⑥食事の提供 

  食事（昼食）を提供及び食事の介助をいたします。 

 ⑦入浴 

  入浴の介助又は清拭などを行います。 

  利用者の希望及び心身等の状況に応じ機械浴槽を使用して入浴することができます。 

 ⑧送迎 

  利用者の希望により、自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 

  時間帯等は別途ご連絡します。 
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８．利用料金等 

 （１）サービス利用料 

サービスの利用料金は、介護保険からの給付サービスを利用する場合、原則として基本料金の 

１割～３割（利用者の所得、状況に応じ）負担となります。（料金表参照） 

 ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用料は全額自己負担となります。 

 【料金表 第１号通所事業（通所型サービス）】（通常規模Ⅰ型） 

  
基本料金

の単位 

加算項目 

利用料 

1 割(円) 

利用料 

2 割(円) 

利用料 

3 割(円) 個別機能訓練加算 

ｻｰﾋﾞｽ 

提供体制 

強化加算 

事業対象者 

要支援 1 

(月) 

1,798 

運動器機能 225(月) 
24(月) 

2,047 4,094 6,141 

  1,822 3,644 5,466 

事業対象者 

要支援 2 

(月) 

3,621 

運動器機能 225(月) 
48(月) 

3,894 7,788 11,682 

  3,669 7,338 11,007 

介護職員等処遇改善加算Ⅱ 利用単位に 9.0％を乗じた単位 

 

※ サービス利用料金は月単位の定額料金です。 

※ 初回の時、利用者が過去２月に当該事業所からのサービスの提供を受けていない場合に初

回加算が加算されます。 

※ 利用者の体調不良や状態の改善等により介護予防通所介護計画に定めた期日よりも利用

が少なかった場合、又は介護予防通所介護計画に定めた期日よりも多かった場合であって

も、日割りでの割引又は増額はしません。 

※ 月ごとの定額料金となっているため、月途中からの利用の開始や月の途中で終了した場合

であっても、以下に該当する場合を除いては原則として日割り計算は行いません。 

(１) 月途中に要介護から要支援または事業対象者に変更となった場合 

 (２) 月途中に要支援または事業対象者から要介護に変更となった場合 

 (３) 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合 

※ 月途中で要支援等認定区分が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単価

に基づいて利用料を計算します。 

※ １回当りのサービス提供時間は、「介護予防通所介護計画」に定められた目安の時間を基

準とします。 

 ※ 減免等の対象となる方は、上記金額より減免額を助成されます。 

 （２）サービス提供に要する実費負担等（介護保険対象とならない負担額） 

  サービス提供に要する下記の費用は、介護保険の対象ではありませんので実費（６７０円） 

  にてお願いします。なお、内訳は次のとおりです。 

①  食 材 料 費 ３７０円 

②  食事提供費 ３００円 
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 （３）利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法 

  前記の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、下記のいずれかの方法で 

  お支払下さい。 

① 金融機関口座からの自動引き落とし 

ご利用できる金融機関： 山梨中央銀行、山梨信用金庫、都留信用組合、 

ＪＡクレイン、郵便貯金 

② 窓口での現金支払：○大月市総合福祉センター内 １階 

大月市社会福祉協議会 

           ○デイサービスセンター「やまゆり」 

 

 （４）利用の中止、変更、追加 

  ① 利用予定日の前に、利用者の都合により、介護予防通所介護計画で定めたサービスの利

用を中止又は変更することができます。 

    この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

  ② 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、 

    取消料として料金をお支払いただく場合があります。 

    但し、利用者の体調不良等やむをえない場合、取消料はいただきません。 

  ③ サービス利用の変更・追加は、利用者定員等の状況により利用者が希望する日に提供が 

    できないことがあります。 

    その場合には、「介護予防サービス・支援計画書」に基づいて、他の利用可能日時を利

用者と相談するなど必要な調整をいたします。 

  ④ 天災等（大雪等）やむを得ず業務が遂行できない場合は、事業所より連絡し、後日他の 

    利用可能日時を利用者に提示するなど必要な調整をいたします。 

 

（５）実費負担額等の変更 

    実費負担額を変更する場合には、原則としてその１ヶ月前までにご説明します。 

 

９．サービス実施の記録について 

 （１）サービス実施記録の確認 

  本事業所では、サービス提供ごとに実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、利用 

  者にその内容のご確認をいただきます。 

  内容に、間違いやご意見があればいつでもお申し出ください。 

   なお、「介護予防通所介護計画」及びサービス提供ごとの記録は、サービス提供の完結日

より２年間保存します。 

 （２）利用者の記録や情報の管理、開示について 

   本事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、事業所の受

付時間内に、その事業所にて当該利用者に関する、サービス提供記録等を閲覧できます。 

また、要望があれば、サービス提供記録書等の複写物の交付を受けることができます。 

 

１０．サービスの利用に関する留意事項 

 （１）サービス内容の変更 

  サービス利用の当日に、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない 

  場合には、利用者の同意を得、「介護予防サービス・支援計画書」に基づいて、サービス内
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容の変更をします。 

  その場合事業所は、変更したサービスの内容と時間に応じた利用料を請求します。 

 （２）介護保険の被保険者証等の提示 

  「被保険者証」等の記載内容等の変更があった場合には、速やかに事業所従業者にお知らせ 

  下さい。 

  また事業所従業者より「被保険者証」等の確認を、させていただく場合には、ご提示下さい 

  ますようお願いします。 

 （３）守秘義務 

  事業所及びサービス従業者は、本契約によるサービスを提供するにあたって知り得た利用者 

  や家族の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。 

  また従業者でなくなった後においても、これらの秘密を開示することはありません。 

 （４）事業所従業者の禁止行為 

  事業所従業者は、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 

① 利用者もしくはご家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり 

② 利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品、飲食の授受 

③ 飲酒・喫煙及び飲食 

④ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命又は 

  身体を保護するため緊急やむをえない場合を除く） 

⑤ その他利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

及びその他迷惑行為 

 

１１．事故発生時の対応及び損害賠償保険への加入 

 （１）事故発生時における対応 

  本事業所では、通所介護の提供により事故が発生した場合は、事前の打合せにより、市町村、 

  当該利用者の家族、救急隊、当該主治医、親族、居宅介護支援事業者等に連絡をするとともに 

  必要な措置を講じます。 

  また、事故の状況及び事故に際して行った処置について記録いたします。 

 （２）損害賠償保険への加入  

  本事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合に

は、損害賠償を速やかに行います。 

  本事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

加入保険の種類 
東京海上日動火災保険株式会社 

賠償責任保障・デイサービス利用者の傷害保障 

補償の概要 
活動中の事故により、サービス利用者や他人の身体・財物に

損害を与えた場合を補償 
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１２．緊急時の対応 

 サービス提供中に容体の変化等があった場合には、事前の打合せにより、速やかに家族、 

 救急隊、主治医、親族、指定介護予防支援事業者等へ連絡をいたします。 

主 治 医 
主治医氏名  

連 絡 先  

連 絡 先 
氏   名  

電  話  

 

１３．苦情等の受付について 

 （１）当事業所における、苦情の受付及びサービス利用等のご相談、サービスに対する苦情や 

  ご意見、利用料のお支払や手続きなど、サービス利用に関するご相談、利用者記録等の情報 

  開示の請求は以下の窓口で受け付けます。 

受 付 場 所 

大月市社会福祉協議会 総務担当 

電話番号  ０５５４－２３－２００１ 

デイサービスセンター「やまゆり」 

電話番号  ０５５４－２０－１１３０ 

受 付 時 間 毎週月曜日～金曜日 午前８時１５分～午後５時１５分 

 

 （２）行政機関その他苦情受付機関 

大月市役所 保健介護課 

介護保険担当 

所 在 地  山梨県大月市大月２－６－２０ 

電話番号  ０５５４－２３－８０３５ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０５５４－２２－６４２２ 

山梨県社会福祉協議会 

所 在 地  山梨県甲府市北新１－２－１２ 

電話番号  ０５５－２５４－８６１０ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０５５－２５４－８６１４ 

山梨県国民健康保険団体連合会 

介護保険相談窓口 

所 在 地  山梨県甲府市蓬沢１－１５－３５ 

電話番号  ０５５－２２３－９２０１ 

（開設日  水曜日 午前９時～午後４時） 

 

 

１４．第三者評価の実施状況について 

 （ 実施済 ・ 未実施 ） 

    実施済みの場合 

実施年月日 平成・令和    年   月   日 

実施評価機関の名称  

評価結果の開示状況  
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１５．その他 

【高齢者虐待防止の推進について】 

事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を

講じます。 

① 虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その

結果について従業者に周知徹底を図ります。 

② 虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。 

③ 従業者に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施する等の

必要な措置を講じます。 

④ 事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。 

⑤ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居

人等）による虐待等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市

町村にに通報します。 

⑥ 事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等を行いません。 

⑦ やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、事前に十分な説明の上利用者又は家族等に同

意を得るとともにその熊様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由を記録致します。 

⑧ 虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者を選定しています。 

虐待防止担当者 責任者 ： 安藤 剛 

 

【感染症対策の強化について】 

事業所において感染症等が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

① 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

② 介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

③ 事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をお

おむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底してい

ます。 

④ 事業所における感染症等の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

⑤ 従業者に対し、感染症等の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施し

ます。 

 

【業務継続に向けた取組の強化について】（ＢＣＰ） 

（業務継続に向けた取組の強化について） 

① 感染症等や非常災害の発生時において、利用者に対する通所介護の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を

策定し、当核業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施します。 

③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 



 ８ 

【説明確認欄】 

 

         令和   年   月   日 

 

  第１号通所事業（通所型サービス）の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づき重

要事項の説明を行いました。 

 

    管理者名   安藤 剛 

 

    説明者職名  事業所従業者  氏名           印 

 

 

 

  私は本書面に基づいて、事業所から第１号通所事業（通所型サービス）についての重要事項

の説明を受け、提供開始に 同意しました。 

 

    利用者住所 

 

    氏 名                印 

 

    代筆者住所 

 

    氏 名                印 

 

 

 代筆を要する事由                                    


